
■中学校給食改革事業（新規）

高度な衛生管理による安全安心な給食を提供します！

令和元年度（後期） 令和２年度 令和３年度～

■中学校給食検討懇話会
【構成】有識者・保護者・学校関係者

全員喫食制の中学校給食の導入に関して、意見を聴取する

■基礎調査 ■調理施設等整備準備■実施方針

■中学校校内環境整備に関する調査

（教室・配膳ルート等）

■中学校校内

環境整備
■校内環境整備について

各中学校との施工時期等の調整

■実施計画

● 全員喫食制の調理方式

● 中学校給食の献立方針・内容

● 給食を活用した食育の推進

● 給食指導が円滑に実施できる環境整備

● 全員喫食制の開始時期、等

給食調理方式（自校単独・親子・

給食センター・デリバリー各方

式）の実現可能性や課題、必要経

費、建設整備期間等を調査

● 建設用地の測量・地質等調査

● 建設手法の導入可能性調査

● 配膳室基本設計

● 調理厨房機器基本構想

● 調理施設基本構想、等

実施計画に

基づく各種取組

● 給食指導のあり方・食物アレルギー対応の検討

● 中学校給食を活用した食育推進の検討

本市の中学校給食につ

いては、平成28年11月か

ら全校において、民間調

理場を活用したデリバ

リー方式の選択制給食を

実施しています。

中学校給食は、学校給食法に基づき、栄養バランスの取れた豊

かな食事を生徒に提供することで、生徒の健康の保持増進や体位

の向上を図るものであり、これらを通して日常生活における正し

い食習慣を身に付けることができます。

また、全員喫食制で生徒が同じ食事を共にすることは、給食を

活用した食に関する指導を継続的に展開でき、指導の充実するこ

とにつながることになります。

これらのことから、中学校において

も、現在行っている小学校給食の取

組を生かしながら、給食を生きた教

材として活用した食育を推進できる

ことから、全員喫食制の中学校給食

の実施に向け、取り組みます。

選択制から全員喫食制中学校給食への移行に向けて取り組みます！

●●● 全中学校で全員喫食制の中学校給食を実施するまで、

これまでの選択制給食は継続実施します。 ●●●


